
まん延防止等重点措置期間中の対策について 

昨日配付した郡山市教育委員会からのお

知らせの通り、郡山市が「まん延防止等重点

措置区域」の適用を受けたことから、本校に

おいても次のような対策を行っていきます。 
 
１ まん延防止等重点措置期間 
 

令和３年８月２３日（月）～９月１２日（日） 
 
２ 学校としての対策 
 
 (1) 日常生活 
 
  ① 検温・健康観察の徹底 

  ② 常時換気・マスクの着用 

  ③ 手洗い・手指消毒 
 
 (2) 学習活動 
 
  ① 一定の距離を保つ 

  ② 同じ方向を向く 

  ③ 活動の回数や時間を絞る 
 
 (3) 具体的な例 
 
  ① 向かい合っての話し合い活動・実

験・観察は行わない。 

  ② 児童同士の教材・教具の貸し借りは

行わない。 

  ③ 器具や用具を共用で使用する場合

は、使用前後に必ず手洗い・手指消毒

を行う。 

  ④ 体育の授業は、可能な限り屋外で実

施する。体育館で行う場合は、間隔を

十分にとる。密集する運動や組み合っ

たり接触したりする運動は行わない。 

  ⑤ 調理実習は行わない。 

  ⑥ 歌を歌うときはマスクを着用する。

また、前後左右１ｍ以上の間隔をあけ

る。 

  ⑦ 鍵盤ハーモニカ・リコーダーは使用

しない。 

  ⑧ 給食は、同じ方向を向いて黙って食

べる。 

(4) その他 
 

  ① 外部人材等は、原則校内に入れない。

（来校者は、職員室・校長室まで） 

   ・ 避難訓練＜全学年＞（９／３）は、

命に関わる行事なので、外部講師を

招かないで予定通り実施。 

   ・ 薬物乱用防止教室＜５・６年＞ 

（９／９）は、延期。 

  ② 校内での活動は、感染対策に十分配

慮し、可能な限り予定通り行う。 

・ 縦割り清掃    

⇒ ９／６（月）から実施 

それまでは学級清掃 

   ・ 児童会活動    

⇒ 予定通り実施 
 

「校外に出かけての学習」についての対応 

 ９月１日（水）に、１・２年生の「見学学

習」（ムシテックワールド）と、３・４年生

の「森林環境学習」（郡山自然の家）が予定

されています。 

 本校では、施設やバス業者等と打ち合わせ

を行い、感染対策を十分に講じてきました。 

 しかし、下記の理由のより、９月１日の校

外学習は、延期とさせていただきます。 
  
 ① 「まん延防止等重点措置期間」である。 

 ② 子どもの感染が増加傾向にある。 

 ③ 校内での学習に比べ、校外に出かけて

の学習は、感染リスクが高くなる。 

 ④ 延期可能な内容である。 

 ⑤ この時期に実施することに対して、不

安に感じる人がいる。 
 
 楽しみにしていた子も多いと思いますが、

子どもの安全・安心を最優先にした判断です

ので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 なお、延期後の予定については、後日、お

知らせいたします。 
 
 ９月１日は予定通り「弁当の日」となります。 
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